
農山漁村地域整備計画評価調書（事前評価）（変更）

１ 計画の概要

計画の名称 鹿児島県森林基盤整備（治山：内地）計画

計画策定主体 鹿児島県

対象市町村 ※別途計画書のとおり

計画の期間 平成２２～２６年度（５年間）

計画の目標 本県内地地区森林は，地形が急峻であり，火山堆積物に覆われている

ことから，山崩れや土砂流出等の山地災害が発生しやすい条件下にある。

このため崩壊した森林の再生やその予防等を通じて地域の安全性の向上

を図ることとし，山地災害防止機能等が確保された山地災害危険地区数

を増加させる。

また，土砂流出等により悪化した漁場については，土砂流出を最小限

にとどめるとともに適正な森林の管理により漁場環境の改善に努める。

定量的指標 山地災害危険地区着手箇所 5,171地区（H21年度末時点）

→ 5,220地区（49地区増）

漁場環境に悪影響を与えていると思われる森林の改善を図る箇所

２箇所

対象事業 ※別途計画書のとおり

全体事業費

２ 評価

（要領第５の１に定める各号）

項 目 評価事項 評価

(1)目標の妥当 林野庁長官から，山地災害危険地区での対策について積極的

性 な推進に努めるよう通達され，本県においても積極的に取組ん

でいる。 ○

また，漁場環境は森林と密接な関係があり，土砂流出を最小

限にとどめるとともに適正な森林の管理を推進していることか

ら妥当な目標である。

(2)整備計画の 治山事業は，山崩れや土砂流出等の山地災害が発生しやすい

効果・効率性 条件下にある本県において，崩壊した森林の再生やその予防等

を通じて地域の安全性の向上が図れる非常に有効な施策であ

り，ひいては当該事業の実施により山地災害防止機能等が確保 ○

された山地災害危険地区数が増加することとなる。

また，漁場環境についても森林と密接な関係があり，土砂流

出を最小限にとどめるとともに適正な森林の管理を行うことに

より改善が図られる。

(3)整備計画の 林野庁長官から，山地災害危険地区での対策について積極的

実現可能性 な推進に努めるよう通達されていること等から，本県において

も積極的に山地災害危険地区における山地災害防止機能等の確

保に取組んでいる。 ○

また，林水連携事業により土砂流出を最小限にとどめるとと

もに適正な森林の管理に積極的に取組んでいることから実現の

可能性は高い。

３ 評価結果

計画は，農山漁村地域整備交付金実施要領第５の１に定める各号を満たしている。



農山漁村地域整備計画評価調書（事前評価）（変更）

１ 計画の概要

計画の名称 鹿児島県森林基盤整備（治山：離島）計画

計画策定主体 鹿児島県

対象市町村 ※別途計画書のとおり

計画の期間 平成２２～２６年度（５年間）

計画の目標 本県離島地区森林は，地形が急峻であり，火山堆積物に覆われている

ことから，山崩れや土砂流出等の山地災害が発生しやすい条件下にある。

このため崩壊した森林の再生やその予防等を通じて地域の安全性の向

上を図ることとし，山地災害防止機能等が確保された山地災害危険地区

数を増加させる。

定量的指標 山地災害危険地区着手箇所 327地区（H21年度末時点）

→ 333地区（6地区増）

対象事業 ※別途計画書のとおり

全体事業費

２ 評価

（要領第５の１に定める各号）

項 目 評価事項 評価

(1)目標の妥当 林野庁長官から，山地災害危険地区での対策について積極的

性 な推進に努めるよう通達され，本県においても積極的に取組ん ○

でいることから妥当な目標である。

(2)整備計画の 治山事業は，山崩れや土砂流出等の山地災害が発生しやすい

効果・効率性 条件下にある本県において，崩壊した森林の再生やその予防等

を通じて地域の安全性の向上が図れる非常に有効な施策であ ○

り，ひいては当該事業の実施により山地災害防止機能等が確保

された山地災害危険地区数が増加することとなる。

(3)整備計画の 林野庁長官から，山地災害危険地区での対策について積極的

実現可能性 な推進に努めるよう通達されていること等から，本県において ○

も積極的に山地災害危険地区における山地災害防止機能等の確

保に取組んでおり，実現の可能性は高い。

３ 評価結果

計画は，農山漁村地域整備交付金実施要領第５の１に定める各号を満たしている。



農山漁村地域整備計画評価調書（事前評価）（変更）

１ 計画の概要

計画の名称 鹿児島県森林基盤整備（治山：奄美）計画

計画策定主体 鹿児島県

対象市町村 ※別途計画書のとおり

計画の期間 平成２２～２６年度（５年間）

計画の目標 本県奄美群島は頁岩層の崩れやすい地盤であり，特に大島本島及び徳

之島は，地形が急峻なため山崩れや土砂流出等の山地災害が発生しやす

い条件下にある。このため崩壊した森林の再生やその予防等を通じて地

域の安全性の向上を図ることとし，山地災害防止機能等が確保された山

地災害危険地区数を増加させる。

定量的指標 山地災害危険地区着手箇所 179地区（H21年度末時点）

→ 181地区（2地区増）

対象事業 ※別途計画書のとおり

全体事業費

２ 評価

（要領第５の１に定める各号）

項 目 評価事項 評価

(1)目標の妥当 林野庁長官から，山地災害危険地区での対策について積極的

性 な推進に努めるよう通達され，本県においても積極的に取組ん ○

でいることから妥当な目標である。

(2)整備計画の 治山事業は，山崩れや土砂流出等の山地災害が発生しやすい

効果・効率性 条件下にある本県において，崩壊した森林の再生やその予防等

を通じて地域の安全性の向上が図れる非常に有効な施策であ ○

り，ひいては当該事業の実施により山地災害防止機能等が確保

された山地災害危険地区数が増加することとなる。

(3)整備計画の 林野庁長官から，山地災害危険地区での対策について積極的

実現可能性 な推進に努めるよう通達されていること等から，本県において ○

も積極的に山地災害危険地区における山地災害防止機能等の確

保に取組んでおり，実現の可能性は高い。

３ 評価結果

計画は，農山漁村地域整備交付金実施要領第５の１に定める各号を満たしている。








